
通 信 ・ 輸 送 関 係





1

配備課所（班）
又は配備場所

無線№ 配置部署

28危機管理課１
（指令局：全てに優先）

新居浜市 防災行政無線（IP無線）設備状況

無線№ 配置部署
配備課所（班）
又は配備場所

6 危機管理課６

7 危機管理課７

4 危機管理課４

5 危機管理課５

2 危機管理課２
（指令局）

3 危機管理課３
（指令局）

13 危機管理課１３

10 危機管理課１０

11 危機管理課１１

8 危機管理課８

9 危機管理課９

32 危機管理課３２

危機管理課２８

29 危機管理課２９

30 危機管理課３０

20 危機管理課２０

消防部

18 危機管理課１８

19 危機管理課１９

16 危機管理課１６

17 危機管理課１７

14 危機管理課１４

15 危機管理課１５

12 危機管理課１２

消防部

総務部

104 調査班４

201 援護班１

102 調査班２

103 調査班３

37 危機管理課３７

101 調査班１

35 危機管理課３５

36 危機管理課３６

33 危機管理課３３

34 危機管理課３４

31 危機管理課３１

206 救護班３

207 救護班４

福祉部204 救護班１

205 救護班２

202 援護班２

203 援護班３

21 危機管理課２１

上部支所班

23 危機管理課２３ 302 川東支所班

農林水産班３

27 危機管理課２７ 404 農林水産班４

24 危機管理課２４ 401 農林水産班１

25 危機管理課２５ 402 農林水産班２

市民環境部

経済部

26 危機管理課２６ 403

22 危機管理課２２ 301
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908 若宮公民館

406 別子山支所班１ 909 垣生公民館

大島交流センター

502 土木班２ 913 泉川公民館

407 別子山支所班２ 910 神郷公民館

408 別子山支所班３ 911 多喜浜公民館

別子山公民館

508 道路班３ 919 （マイントピア別子）

指定避難所

505 土木班５ 916 大生院公民館

506 道路班１ 917 角野公民館

503 土木班３ 914 中萩公民館

504 土木班４ 915 船木公民館

501 土木班１

802 港務班２

803 港務班３

801 港務班１

港務部

下水道班４

705 下水道班５

702 下水道班２

703 下水道班３

704

601 避難所班

701 下水道班１

901 新居浜公民館

経済部

建設部

教育部

上下水道部

509 道路班４

510 道路班５

507 道路班２ 918

912

405 農林水産班５

906 浮島公民館

907 惣開公民館

指定避難所904 金栄公民館

905 高津公民館

902 口屋跡記念公民館

903 地域交流センター
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黒島海浜公園

自治会放送室
(180カ所)

地域BWA網提供事業者

子局設備

大坂屋敷越中継局

防災行政無線　システム系統図

新居浜市消防防災合同庁舎

コミュニティＦＭ【連携内容】

・メールマガジン
・電光表示板
・新居浜いんふぉ
・防災情報システム
・職員参集
（防災情報システム）
・館内放送設備
・ＩＰ告知システム
・回転灯

Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備

防災無線
操作卓

無
線
機

IP告知システム

防災情報システム

Ｂ型遠隔制御装置
【別子山支所】

館内放送設備

無
線
機

ゆらぎの森中継局

無
線
機

再
送
信
子
局

屋
外
拡
声
装
置

屋外拡声子局（３２局）

戸別受信機

Ｂ型遠隔制御装置
【消防本部】

電話応答システム
（放送内容問い合わせ）
TEL：050-3797-2180

送信機 受信機

地域BWA
送信アンテナ
(市内各所)

市内光ファイバ網

地域BWA
センター装置

地域BWA
受信アンテナ

市内光ファイバ網

地域BWA
受信アンテナ
(屋内or屋外用)

ルータ

IP告知放送
受信機

増幅器

地域BWA
送信アンテナ

―
 
1
3
3
 
―

h12102
テキストボックス
新居浜市防災行政無線システム（１次整備）構成図

h12102
テキストボックス



新居浜市役所内（防災無線室）

自治会放送室

各所防災行政無線（子局）

新居浜市市民

（180ヶ所）

光メディア

コンバータ

放送内容問い合わせ等

TEL 050-3797-2180

地域BWA網提供事業者

自治会放送室（ＢＷＡ網圏外）

（関、長野、阿島上、光明寺、坂の下）

J-ALERT

既存防災無線

放送卓

既存放送用

増幅器

既存放送用

スピーカ

既存コンセント

既存防災無線

空中線

防災無線

受信アンテナ

IP告知放送

受信機

既存放送用

増幅器

既存放送用

スピーカ

既存コンセント

音声信号

（認証装置）

接点信号

個別受信機

新設IP告知

放送卓

新設IP告知

送信機

受信アンテナ

Router IP告知放送

受信機

電源装置

（遠隔電源）

音声信号

音声信号

屋内用or屋外用

（認証装置）

※接点信号

※接点信号

※接点信号：既存増幅器に遠隔電源機能がある場合は、電源装置は設置しない。

音声信号

（一斉放送）

自動応答システム

操作PC

テキスト音声変換システム

音声信号

TEL回線

送信アンテナ

地域WiMAX網

送信アンテナ

受信アンテナ

市内

（市内各所）

センター装置 光ファイバ網

IP告知放送：インターネット回線を利用した放送

IP（InternetProtocol）：インターネットにおいて情報伝達する為のプロトコル（通信規約等）

J-ALERT：気象庁からの気象情報や内閣官房からの有事関連情報を人工衛星を利用して送信し、市町村の同報系

防災行政無線を自動起動させるシステム。

60MHz帯

市
内
光
フ
ァ
イ
バ
網

地域BWA

地域BWA網

地域BWA 地域BWA 地域BWA

BWA（Broadband Wireless Access）：広帯域無線アクセス

地域BWA

工事名称

新居浜市防災行政無線システム工事（2次整備）
図面名称

システム系統図
縮尺 作成年月日 図面番号

―
 
1
3
4
 
―

h12102
挿入テキスト

h12102
テキストボックス
 新居浜市防災行政無線システム（２次整備）系統図



18

16

5K80F1D  5K80F1E

373.7MHz
上下水道局

1

移 動 局

車 載 型

水 道 無 線 設 備 状 況

配　置 種　別
空中電力
（Ｗ）

呼 出 名 称
台数

（台）
電波の型式及び周波数

基 地 局 10

移 動 局

携 帯 型

すいどう　にいはま

０１ ～ ２０

すいどう　にいはま

すいどう　にいはま

３１ ～ ４６

10

5
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全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の概要

　弾道ミサイル情報、緊急地震速報、大津波警報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情報
を携帯電話等に配信される緊急速報メール、市町村防災行政無線等により、国から住民まで瞬時に
伝達するシステムです。
　Jアラートで配信する情報のうち、特に緊急を要する情報については、市町村に設置されている防
災行政無線等を自動起動させ、緊急情報を瞬時に伝達することとしています。
また、各種情報伝達手段は、情報の受け手の状況に応じた伝わりやすさ、伝達範囲（場所）、伝達
可能な情報量、耐災害性、伝達の形態など、様々な点でそれぞれに特徴を有しているため、消防庁
では、より多くの住民が迅速かつ確実に避難を実施できるよう、Jアラートと連携する情報伝達手段
の多重化を推進しています。

Ｊ
ア
ラ
ー

ト
で
配
信
さ
れ
る
情
報
一
覧

20～25

同報無線等を自動

起動させないもの
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【地上系】 【衛星系】
(無線系(固定系)内訳)

(無線系(移動系)内訳)

(有線系内訳)

市町・組合消防 24
(災害拠点病院・気象台・自衛隊・海上保安部・伊方発電所)

計 31

※ 　一斉指令受令端末 35局
防 災 機 関

15

県 単 独 出 先
11

(消防) 　テレビ会議システム 36局
(ダム・発電所・消防学校・病院(災害拠点病院除く))

市 町 ・ 組 合 消 防 24

6

固定局

県 庁 1

30【局別】参照 地 方 局 ・ 支 局 5

【局別】参照

県 庁 1
地 方 局 ・ 支 局 5

機能

　遠隔制御ネットワークカメラ　 58局
総 合 庁 舎

計 38

有線系 【局別】参照 　有線(ブロードバンド)接続局
県 庁 1

62
IPSTAR

可搬局

上

島

町

市 町 ・ 組 合 消 防 48
【局別】参照 市町・組合消防 24

　全県移動(150MHz帯単信回線) 陸上移動局(ML)
伊 方 発 電 所 2

黒

瀬

ダ

ム

鹿

森

ダ

ム

松

山

発

電

工

水

銅

山

川

発

電

消

防

学

校

四

国

電

力

㈱

伊

方

発

電

所

県

立

南

宇

和

病

院

山

財

ダ

ム

須

賀

川

ダ

ム

面

河

ダ

ム

台

ダ

ム

玉

川

ダ

ム

移動系
　全県移動(150MHz帯単信回線) 基地局(FB)

携 帯
県 機 関 56内

訳

車 載 県 機 関 17
【局別】参照 総 合 庁 舎Ｔ P

7

TVRO局

【局別】参照 地 方 局 ・ 支 局 5

35

123

6

有線 有線 有線 有線 有線
基 地 局 (FB)

　7.5GHz帯多重無線＋5GHz帯無線アクセス
　　○M：伝送容量(Mbps)/ ○km：区間距離

全 県 移 動 局 (ML)

2
　12GHz帯多重無線＋5GHz帯無線アクセス
　　○M：伝送容量(Mbps)/ ○km：区間距離

有線 有線 有線 有線 有線 有線 有線

県 庁
1固 定 局 (7.5GHz 帯 、 12GHz 帯 ) 18

【局 別】
　5GHz帯無線アクセス回線(無線LAN)
　　○M：伝送容量(Mbps)/ ○km：区間距離

5GHz 帯 無 線 ア ク セ ス
( 無 線 機 数 )

基 地 局 (FB) 48

無線系

固定系

　7.5GHz帯多重無線　　　○km：区間距離
　　SD：ｽﾍﾟｰｽﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ区間 / ○M：伝送容量(Mbps)

LASCOM

地球局

陸 上 移 動 局 (ML) 55
可搬局

有線

県

立

中

央

病

院

今

治

海

上

保

安

部

県

立

今

治

病

院

新

居

浜

海

上

保

安

署

県

立

新

居

浜

病

院

公

立

学

校

共

済

組

合

四

国

中

央

病

院

市

立

宇

和

島

病

院

宇

和

島

海

上

保

安

部

市

立

八

幡

浜

総

合

病

院

松

山

地

方

気

象

台

松

山

赤

十

字

病

院

愛

媛

大

学

附

属

病

院

陸

上

自

衛

隊

松

山

駐

屯

地

松

山

海

上

保

安

部

有線 有線有線 有線 有線 有線 有線 有線

※ ※ ※ ※

有線 有線 有線 有線 有線 有線

松

山

市

上

島

町

今

治

市

新

居

浜

市

西

条

市

四

国

中

央

市
(消防) (消防)

久

万

高

原

町

伊

予

消

防

砥

部

町

松

前

町

東

温

市

伊

予

市

西

予

市

八

幡

浜

消

防

八

幡

浜

市

大

洲

消

防

内

子

町

大

洲

市

Ｔ P Ｔ P

愛

南

町

宇

和

島

消

防

鬼

北

町

松

野

町

宇

和

島

市

伊

方

町

Ｔ P Ｔ P Ｔ PＴ P Ｔ P Ｔ PＴ P Ｔ P Ｔ PＴ P Ｔ P Ｔ PＴ P Ｔ P Ｔ PＴ P Ｔ P Ｔ P

有線 有線

Ｔ P Ｔ P Ｔ P Ｔ P

有線 有線 有線 有線 有線 有線有線 有線 有線 有線 有線 有線有線 有線 有線 有線 有線 有線

(町役場)

有線 有線 有線 有線

久

万

高

原

庁

舎

中

予

地

方

局

今

治

支

局

西

条

第

二

庁

舎

東

予

地

方

局

四

国

中

央

庁

舎

Ｔ P Ｔ

愛

南

庁

舎

南

予

地

方

局

西

予

庁

舎

八

幡

浜

支

局

大

洲

庁

舎

Ｔ P Ｔ P ＴＴ P Ｔ Ｔ

有線 有線 有線 有線 有線

Ｔ Ｔ P Ｔ

有線 有線 有線 有線 有線 有線

(簡中) (簡中) (簡中) (簡中) (簡中)
(簡中)

菊　間(中)

中浦(中)
松
野
町

町
営
住
宅

伊
方
町

堂
々
山

石
城

久
万
高
原
町

大
川
嶺

砥
部
町

文
化
会
館

上
島
町

積
善
山

新　居　浜(中)

呉石(中)

三机(中) 泉　ヶ　森(中) 布　喜　川(中) 金山(中) 美川(中) 行　道　山(中)

地上系
(無線系(固定系))

69局

県　　　　庁

壺　神　山(中) 秦 皇 山(中) 太　山　寺(中)

６－１ 愛媛県防災通信システム(地上系・衛星系)回線構成図 （防災危機管理課）

通信衛星(スーパーバード)

ブロードバンド衛星(IPSTAR)

LASCOM可搬局

IPSTAR可搬局

県庁(１)

中継局(19)

地方局(３)

支局(２)

総合庁舎(6)

市町(20)

組合消防(4)

災害拠点病院(8)

防災機関(6)

東 予 系中 予 系南 予 系

凡例

IPSTAR固定局

地上系(無線系(固定系)) 未接続局 12局

IPSTAR

固定局
LASCOM

TVRO局

有線系接続

局名

LASCOM可搬局 IPSTAR可搬局IPSTAR固定局

S
D

S
D

SD

S
D

1
0

4
M

2
6

M

2
4

M
9

.0
k
m

1
M

1
.1

k
m

4
M

0
.3

k
m

5
2

M

1
3

M

2
6

M

2
6

M

4
M

1
1

.1
k
m

4
M

1
2

.2
k
m

4
M

1
1

.0
k
m

3
M

9
.3

k
m

3
M

1
3

M

5
2

M

4
M

9
.6

k
m

1
M

6
.5

k
m

1
M

6
.3

k
m

4
M

6
.0

k
m

4
M

7
.1

k
m

4
M

5
.2

k
m

4
M

6
.1

k
m

7
M

4
M

1
M

4
.6

k
m

4
M

3
.7

k
m

4
M

4
.0

k
m

4
M

3
.9

k
m

1
3

M

4
M

1
M

1
0

.8
k
m

4
M

1
0

.0
k
m

6
M

1
0

.0
k
m

5
2

M

4
M

1
.3

k
m

3
M

4
M

1
0

.4
k
m

1
M

3
.4

k
m

4
M

3
.8

k
m

1
M

3
.0

k
m

1
3

M

1
3

M

7
M

5
.7

k
m

1
M

1
2

.3
k
m

1
M

9
.6

k
m

4
M

4
.6

k
m

4
M

0
.1

k
m

4
M

5
.2

k
m

4
M

1
1

.2
k
m

4
M

5
.0

k
m

4
M

5
.0

k
m

1
M

6
.7

k
m

4
M

7
.9

k
m

4
M

7
.9

k
m

1
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例文3

【緊急安全確保 発令】

　こちらは、新居浜市です。

　市内の土砂災害警戒区域に、警戒レベル５　緊急安全確保を発令。
　(下線部２回繰り返し）

　大雨により土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。

　命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。ただし、避
難場所等への立退き避難が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物や自
宅内の部屋に移動するなど、身の安全を確保してください。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。

【放送対象校区】

　金栄、惣開、若宮、垣生、神郷、多喜浜、大島、泉川、船木、中萩、角野、
　大生院、別子山

防災行政無線　広報例文

【土砂災害用】

例文1

【高齢者等避難 発令】

　こちらは、新居浜市です。
　
　大雨により土砂災害が発生するおそれがあるため、
　
　市内の土砂災害警戒区域に、警戒レベル３　高齢者等避難を発令しました。
　
　土砂災害警戒区域にいる高齢者や体の不自由な方など避難に時間のかかる方や
その支援者の方は、避難場所や安全な親戚・知人宅等に速やかに避難してくださ
い。
　
　その他の方は、すぐに避難できるよう準備し、危険を感じたら早めに避難をし
てください。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。

例文2

【避難指示 発令】

　こちらは、新居浜市です。

　大雨により土砂災害が発生するおそれが高まったため、

　市内の土砂災害警戒区域に、警戒レベル４　避難指示を発令しました。

　土砂災害警戒区域にいる方は、避難場所や安全な親戚・知人宅等に今すぐ避難
してください。ただし、避難場所等への立退き避難が危険な場合には、少しでも
崖や沢から離れた建物や自宅内の部屋に移動するなど、身の安全を確保してくだ
さい。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。
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例文4

【高齢者等避難 発令】

　こちらは、新居浜市です。

　〇〇のため、新居浜市内全域に　警戒レベル３　高齢者等避難を発令しまし
た。

　高齢者や体の不自由な方など、避難に時間のかかる方やその支援者の方は、避
難場所や安全な親戚・知人宅などに速やかに避難してください。
その他の方は、すぐに避難できるよう準備し、危険を感じたら早めに避難をして
ください。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。

例文5

【避難指示 発令】

　こちらは、新居浜市です。

　〇〇のため、新居浜市内全域に　警戒レベル４　避難指示を発令しました。

　避難場所や安全な親戚・知人宅などに今すぐ避難してください。

　避難場所などへの立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも
安全な高い場所へ移動するなど、身の安全を確保してください。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。

例文6

【緊急安全確保 発令】

　こちらは、新居浜市です。

　〇〇のため、新居浜市内全域に　警戒レベル５　緊急安全確保を発令。
　(下線部２回繰り返し）

　命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。
　
　避難場所などへの立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも
安全な高い場所へ移動するなど、身の安全を確保してください。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。

防災行政無線　広報例文

【洪水用】
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例文9

【緊急安全確保 発令】

　こちらは、新居浜市です。

　〇〇川流域に対し、　警戒レベル５　緊急安全確保を発令。
　(下線部２回繰り返し）

　〇〇川がすでに氾濫している可能性があります。

　命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。
　
　避難場所などへの立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも
安全な高い場所へ移動するなど、命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を
確保してください。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。

【放送対象校区】

国領川：新居浜、宮西、金子、金栄、惣開、若宮、高津、浮島、垣生、神郷、泉
　　　　川、船木、角野
渦井川：大生院
東川・西河川・北河川：新居浜、宮西、金子、金栄、惣開、若宮、中萩
尻無川・深谷川：新居浜、宮西、金子、金栄、惣開、若宮、泉川、中萩、角野
王子川：宮西、金子、惣開、若宮

防災行政無線　広報例文

【河川氾濫用】

例文7

【高齢者等避難 発令】

　こちらは、新居浜市です。

　〇〇川が氾濫するおそれのある水位に近づいたため、〇〇川流域に対し、　警
戒レベル３　高齢者等避難を発令しました。

　高齢者や体の不自由な方など、避難に時間のかかる方やその支援者の方は、避
難場所や安全な親戚・知人宅などに速やかに避難してください。

　その他の方は、すぐに避難できるよう準備し、危険を感じたら早めに避難をし
てください。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。

例文8

【避難指示 発令】

　こちらは、新居浜市です。

　〇〇川が氾濫する恐れのある水位に近づいたため、〇〇川流域に対し、　警戒
レベル４　避難指示を発令しました。

　避難場所や安全な親戚・知人宅などに今すぐ避難してください。
　
　避難場所などへの立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも
安全な高い場所へ移動するなど、身の安全を確保してください。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。
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例文10

【避難指示 発令】

　こちらは、新居浜市です。

　高潮氾濫が発生するおそれが高まったため、

　川西、川東地区の高潮浸水想定区域に対し、警戒レベル４　避難指示　を発令
しました。
　
　避難場所や安全な親戚・知人宅などに今すぐ避難してください。

　避難場所などへの立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも
安全な高い場所へ移動するなど、身の安全を確保してください。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。

例文11

【緊急安全確保 発令】

こちらは、新居浜市です。

まもなく高潮氾濫が発生するため、（高潮氾濫がすでに発生しているため）

　川西、川東地区の高潮浸水想定区域に対し、　警戒レベル５　緊急安全確保を
発令。　　(下線部２回繰り返し）
　
　命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。

　避難場所などへの立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも
安全な高い場所へ移動するなど、命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を
確保してください。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。

【放送対象校区】

　新居浜、宮西、金子、金栄、惣開、若宮、高津、浮島、垣生、神郷、多喜浜、
　大島

防災行政無線　広報例文

【高潮用】

― 142 ―



例文14

【大津波警報】

　こちらは、新居浜市です。

　瀬戸内海沿岸に大津波警報が発表されました。

　川西地区、川東地区の海岸や河川の近くにいる方は、

　直ちに海岸や河川から離れ、できるだけ高い場所に避難してください。

　避難場所などへの立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも
安全な高い場所へ移動するなど、身の安全を確保してください。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。

【放送対象校区】

　新居浜、宮西、金子、金栄、惣開、若宮、高津、浮島、垣生、神郷、多喜浜、
　大島

防災行政無線　広報例文

【津波用】

例文12

【津波注意報】

　こちらは、新居浜市です。

　瀬戸内海沿岸に津波注意報が発表されました。

　川西地区、川東地区の海岸や河川の近くにいる方は、離れてできるだけ高い場
所に避難してください。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。

例文13

【津波警報】

　こちらは、新居浜市です。

　瀬戸内海沿岸に津波警報が発表されました。

　川西地区、川東地区の海岸や河川の近くにいる方は、離れてできるだけ高い場
所に避難してください。

　繰り返します。
　以上で放送を終わります。
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【放送対象校区】

　高津、浮島、垣生、神郷、多喜浜

例文15

【巨大地震警戒】

　こちらは、新居浜市です。

　〇時〇分に気象庁から南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された
ことに伴い、〇時〇分に事前避難対象地域へ避難指示を発令しました。

　発令地区は、阿島二丁目、宇高町四丁目、清水町、多喜浜一丁目、多喜浜二丁
目、多喜浜三丁目、長岩町、垣生三丁目、松神子三丁目、松神子四丁目です。

　開設する避難所は、高津公民館、高津小学校、東中学校、神郷公民館、神郷小
学校、川東中学校です。

　対象地域の方は、お近くの避難所や安全な親戚・知人宅などに速やかに避難し
てください。

防災行政無線　広報例文

【南海トラフ臨時情報】
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例文18

【緊急安全確保 発令】

　こちらは新居浜市です。

　〇〇川がすでに氾濫している可能性があります。命を守る最善の行動をとって
ください。

　〇〇川流域の住民に　警戒レベル５　緊急安全確保を発令しました。
　
　避難場所などへ立ち退き避難が危険な場合は、屋内の高いところに避難し、命
の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。

例文19

【ダム放流河川増水】

　こちらは新居浜市です。
　
　ただいま鹿森ダムが放流を実施しており、国領川の水位が上昇しております。
　
　危険ですので河川敷には下りないようにしてください。

広報車　広報例文

【河川氾濫用】

例文16

【高齢者等避難 発令】

　こちらは新居浜市です。

　〇〇川が氾濫する恐れのある水位に近づいたため、〇〇川流域の住民に、警戒
レベル３　高齢者等避難を発令しました。

　高齢者や体の不自由な方など、避難に時間のかかる方は、避難場所など安全な
場所へ速やかに避難してください。

　そのほかの方は、すぐに避難できるよう準備し、危険だと思ったら早めに避難
してください。

例文17

【避難指示 発令】

　こちらは新居浜市です。
　
　〇〇川が氾濫する恐れのある水位に近づいたため、〇〇川流域の住民に　警戒
レベル４　避難指示を発令しました。
　
　避難に十分な時間がない場合や、避難場所への避難が危険な場合は、近くの安
全な場所や屋内の高いところに今すぐ身の安全を確保してください。
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【洪水等】

例文22

【避難指示 発令】

　○月○日○時○分　〇〇のため、新居浜市内全域に　警戒レベル４　避難指示
を発令しました。

　避難場所や安全な親戚・知人宅などに速やかに避難してください

　避難場所などへ立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも高
い場所へ移動するなど、身の安全を確保してください。

例文23

【緊急安全確保 発令】

　○月○日○時○分　〇〇のため、新居浜市内全域に　警戒レベル５　緊急安全
確保を発令しました。

　命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。
　
　避難場所などへ立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも浸
水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保してください。

緊急速報メール（エリアメール）　送信例文

【土砂災害警戒区域】

例文20

【避難指示 発令】

　○月○日○時○分　市内の土砂災害警戒区域に対し、警戒レベル４　避難指示
を発令しました。

　土砂災害警戒区域にいる方、または土砂災害のおそれのある区域の方は、避難
場所や安全な親戚・知人宅などに今すぐ避難してください。

　避難場所などへ立ち退き避難が危険な場合は、少しでも崖から離れた建物や自
宅内の部屋に移動するなど、身の安全を確保してください。

例文21

【緊急安全確保 発令】

　○月○日○時○分　市内の土砂災害警戒区域に対し、警戒レベル5　緊急安全確
保を発令しました。

　大雨により土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。

　命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。

　避難場所などへ立ち退き避難が危険な場合は、少しでも崖から離れた建物や自
宅内の部屋に移動するなど、身の安全を確保してください。
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例文26

【避難指示 発令】

　○月○日○時○分　高潮氾濫が発生するおそれが高まったため、川西、川東地
区の高潮浸水想定区域に対し、警戒レベル４避難指示を発令しました。
　
　避難場所や安全な親戚・知人宅などに今すぐ避難してください。

　避難場所などへの立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも
安全な高い場所へ移動するなど、身の安全を確保してください。

例文27

【緊急安全確保 発令】

　○月○日○時○分　まもなく高潮氾濫が発生するため、（高潮氾濫がすでに発
生しているため）川西、川東地区の高潮浸水想定区域に対し、警戒レベル５緊急
安全確保を発令。
　
　命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。

　避難場所などへの立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも
安全な高い場所へ移動するなど、命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を
確保してください。

【河川氾濫】

例文24

【避難指示 発令】

　○月○日○時○分　〇〇川が氾濫する恐れのある水位に近づいたため、〇〇川
流域の住民に対し、　警戒レベル４　避難指示を発令しました。
　
　避難場所などへ立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも浸
水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保してください。

例文25

【緊急安全確保 発令】

　○月○日○時○分　〇〇川流域の住民に対し、　警戒レベル５　緊急安全確保
を発令しました。

　〇〇川がすでに氾濫している可能性があります。

　命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。
　
　避難場所などへ立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも浸
水しにくい高い場所へ移動するなど、命の危険が迫っているので、直ちに身の安
全を確保してください。

【高潮】

緊急速報メール（エリアメール）　送信例文

― 147 ―



例文28

【避難指示 発令】

　○月○日○時○分　大津波警報（又は、津波警報、津波注意報）が発表された
ため、川西、川東地区の津波災害警戒区域に対し、避難指示を発令しました。
　
　直ちに海岸や河川から離れ、避難場所など、できるだけ高い場所に避難してく
ださい。
　
　避難場所などへ立ち退き避難が危険な場合は、自宅や近くの建物で少しでも安
全な高い場所へ移動するなど、身の安全を確保してください。

【南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）】

例文29

【避難指示 発令】

　○月○日○時○分に気象庁から南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発
令されたことに伴い、＿時＿分に事前避難対象地域へ避難指示を発令しました。
　
　発令地区は、阿島二丁目、宇高四丁目、清水町、多喜浜一丁目、多喜浜二丁
目、多喜浜三丁目、長岩町、垣生三丁目、松神子三丁目、松神子四丁目です。

　開設する避難所は、高津公民館、高津小学校、東中学校、神郷公民館、神郷小
学校、川東中学校です。

　対象地域の方は、お近くの避難所や安全な親戚・知人宅などに速やかに避難し
てください。

緊急速報メール（エリアメール）　送信例文

【津波】
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15 市 東港東浜筋線 多喜浜六丁目 ～ 黒島一丁目

14 市 宮北通り線 繁本町 ～ 繁本町

13 市 西原町東須賀線 港町 ～ 西原町二丁目

12 市 新田松神子線 北新町 ～ 新田町一丁目

11 市 北新町江口線 江口町 ～ 北新町

10 市 磯浦中新田線 新田町一丁目 ～ 新田町三丁目

９ 市 港町繁本東筋線 港町 ～ 繁本町

８ 県 （一）国領高木線 船木 ～ 東田

７ 県 （主）新居浜別子山線 船木 ～ 船木

６ 県 （主）新居浜別子山線 喜光地町一丁目 ～ 別子山 瀬場

５ 県 （主）壬生川新居浜野田線 西条市 船屋甲 ～ 多喜浜

４ 県 （主）新居浜角野線 繁本町 ～ 西喜光地町

緊急輸送道路（愛媛県指定のうち新居浜市関係分）一覧表

一次緊急輸送道路

番号 管理区分 路　線　名 区　　間

３ 県 （主）高知伊予三島線 別子山 瀬場 ～ 別子山 保土野

１ 西日本高速 四国縦貫自動車道 徳島県境 ～ 川之江JCT ～ 大洲IC

２ 国 一般国道11号
香川県境 ～ 松山市二番町四丁目
【事業中区間：新居浜バイパス】
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～
⑦ 県 （一）新居浜東港線

郷 東田

【事業中区間：観音原 ～ 東田】

⑥ 県 （一）新居浜東港線 郷 ～ 郷

⑤ 県 （一）新居浜土居線 阿島 ～
四国中央市
土居町 上野

④ 県 （一）新居浜港線 一宮町 ～ 中萩町

③ 県 （一）多喜浜泉川線 郷 ～ 郷

四国中央市
金砂町 平野山

② 県 （主）壬生川新居浜野田線 多喜浜 ～
四国中央市
土居町 野田

二次緊急輸送道路

番号 管理区分 路　線　名 区　　間

① 県 （主）高知伊予三島線 別子山 保土野 ～

24
新居浜
港務局

（臨港道路）垣生線 多喜浜三丁目 ～ 垣生三丁目

23 市 東浜北通り線 多喜浜六丁目 ～ 多喜浜六丁目

22 市 北浜西筋線 多喜浜六丁目 ～ 多喜浜六丁目

21 市 端出場１号線 立川町 ～ 立川町

20 市 松木東城線 松木町 ～ 坂井町三丁目

19 市 沖浜中通り線 黒島一丁目 ～ 黒島一丁目

18 市 下泉本郷線 坂井町三丁目 ～ 坂井町三丁目

17 市 本郷西筋線 本郷三丁目 ～ 本郷三丁目

番号 管理区分 路　線　名 区　　間

16 市 駅裏角野線 坂井町三丁目 ～ 坂井町三丁目
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市 石風呂平形橋線

防 災 拠 点 接 続 道 路 一 覧 表

番号 管理区分 路　線　名 区　　間

黒島二丁目

２
新居浜
港務局

（臨港道路）多喜浜ふ頭線 黒島一丁目 ～ 多喜浜三丁目

１ 市 東港東浜筋線 黒島一丁目 ～

南小松原町 ～

５ 市 港町繁本線 繁本町 ～

市 東雲上郷線 東雲町二丁目 ～ 東雲町三丁目

南小松原町３

観音原町

６ 市 新田松神子線 港町 ～ 清水町

７ 市 平尾谷線 観音原町 ～

繁本町

４

別子山 大湯

８ 市 蔭地線 別子山 草原 ～ 別子山 瓜生野

９ 市 大湯線 別子山 瓜生野 ～

別子山　大湯

10 市 林道 大湯線 別子山 大湯 ～ 別子山　大湯

11 市 林道 大滝線 別子山 大湯 ～
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接４ 

接６ 

緊急輸送道路（愛媛県指定のうち新居浜市関係分）・防災拠点接続道路一覧表（位置図） 

接７ 
⑥ 

⑥ 

 

接５ 

接３ 

10 

５ 

９ 

４  

④ 

17 

11 12 

13 

14 

20 
18 

16 

③ 

凡　　　　例
輸送拠点
拠点ヘリポート
県指定防災拠点

新居浜港（本港地区） 

新居浜市西部工業地区 

四国電力（株）新居浜支店 

市民文化センター 
子ども発達支援センター 

新居浜市消防本部 

新居浜市役所 

新居浜駅 

国領川多目的広場 

国領川河川敷 

市営サッカー場 

えひめ未来農業協同組合新居浜経済センター 

県立新居浜病院 

21 
マイントピア別子 

山根公園 

山根公園 

山根市民ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

山根総合体育館 

高速
国道
県道
市道
臨港

二次 県道
市道
臨港

緊急輸送道路
一次

防災拠点接続道路

６  

２  

２ 

１  

２  

８  
⑦ 
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② 

接 1 

接７ 

緊急輸送道路（愛媛県指定のうち新居浜市関係分）・防災拠点接続道路一覧表（位置図） 

 

⑦ 

③ 

⑥ 

⑤ 

19 15 

接 2 23 

22 

24 

凡　　　　例
輸送拠点
拠点ヘリポート
県指定防災拠点

黒島海浜公園 

一宮運輸（株）新居浜物流センター 

日本通運（株）新居浜支店 

新居浜港東港黒島第１岸壁 

新居浜港（黒島地区耐震） 

新居浜ＩＣ 

市営サッカー場 

マイントピア別子 

新居浜港東港垣生第１岸壁 

ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸ新居浜多目的広場 
ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸ新居浜ｲﾍﾞﾝﾄ広場 

新居浜港（東港地区） 

山根公園 

山根総合体育館 

山根市民ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

山根公園 

高速
国道
県道
市道
臨港

二次 県道
市道
臨港

緊急輸送道路
一次

防災拠点接続道路

５  

８  
２  

７  

２  

１  

６  

21  

⑥ 
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凡　　　　例
輸送拠点
拠点ヘリポート
県指定防災拠点

緊急輸送道路（愛媛県指定のうち新居浜市関係分）・防災拠点接続道路一覧表（位置図） 

 

21 

山根総合体育館 

山根市民グラウンド 

山根公園 

山根公園 

マイントピア別子 

高速
国道
県道
市道
臨港

二次 県道
市道
林道

緊急輸送道路
一次

防災拠点接続道路

２  

１  

６  
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① 

接８ 
接 10 

接９ 

接 11 

緊急輸送道路（愛媛県指定のうち新居浜市関係分）・防災拠点接続道路一覧表（位置図） 

 

凡　　　　例
輸送拠点
拠点ヘリポート
県指定防災拠点

大滝広場 

高速
国道
県道
市道
臨港

二次 県道
市道
林道

緊急輸送道路
一次

防災拠点接続道路

新居浜市別子山支所 

６  

３  ―
 
1
5
5
 
―



 

 

 

緊急通行車両事前届出制度の流れ・手続等  
 
 

  区分 流      れ     手 続 等                           備   考  

災 

害 

発 

生 

前 
(

事 

前 

届 

出)
 

 

↓ 

 

↓ 

↓ 

↓ 

 ○ 申請書類により届出 

 

 ○ 申請書類の確認・受理 

 

 ○ 対象車両の該当性の審査 

 ○ 緊急通行車両等事前届出済証の 

  交付 

 ○ 緊急通行車両等事前届出済証を 

当該申請に係る車検証とともに 

保管 

 ※ 申請書類 

 ① 緊急通行車両 

等事前届出書 

 ② 車検証 

 ③ 輸送協定書 

又は指定行政 

機関の上申書等 

 ※ 届出済証の紛 

失等による再交 

付申請も同じ手 

 続による。 

災 
害 

発 

生 

後 
(

確 

認 

手 

続)
 

  ○ 当該車両と緊急通行車両等事前 

  届出済証の提出 

 

 対 象 車 両 の 使 用 者                         

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

↓ 

○  緊急通行車両等確認証明申請書

  の提出 

  

○ 確認に必要な審査の省略 

 ○ 緊急通行車両等事前届出済証の 

  回収 

 ○ 緊急通行車両確認証明書と緊急 

  通行車両標章の交付 

  

 

○ 緊急交通路（緊急輸送ルート） 

における通行と災害応急対策のた 

  めの活動 

  

○  必要がなくなった場合、又は、

有効期間終了後、確認証明書と 

  標章の返還 

 

 

 

 

 ※ 緊急通行車両 

標章の掲示 

 

 

 

 
  申 請 者 保 管                        
 
 

 
  届 出 済 証 交 付                        
 
 

 
  審 査                        
 
 

 
  警 察 署 長                        
 
 （公安委員会の事務代行）  
 
 

 
  申 請 者 届 出                        
 
 

 
  返        還 
 
 

 
 

対 象 車 両 の 使 用 者                        
 
 
 

 
  警 察 本 部                        
 

（交 通 規 制 課                  ） 
 

警 察 署 、 検 問 箇 所                        
 
  県 知 事 部 局                        
 

（交 通 消 防 課                  ） 
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 様 式 １ 
  
 
 災 害 応 急 対 策 用                   

     緊 急 通 行 車 両 等 事 前 届 出 書                                                    

            （再 交 付 申 請 書                  ） 

 
                          年  月  日 

  愛 媛 県 公 安 委 員 会  殿                               

            申請者住所 

             （電話） 

                  氏名                   印 

                                                     第     号 

 災 害 応 急 対 策 用                   

     緊 急 通 行 車 両 等 事 前 届 出 済 証                                                    

 

  左記のとおり事前届出を受けたことを証する。 

                          年  月  日 

 

                  愛 媛 県 公 安 委 員 会                       

 

 番号標に表示され 

 ている番号 

 
 （注）１ 災害発生時には、この届出証を警察本部（交通規制課）、最寄 

         りの警察署又は交通検問所等に提出して所要の手続を受けてくだ 

     さい。  車両の用途（緊急  

  輸送を行う車両に 

 あっては輸送人員 

 又は品名） 

 
       ２ 届出内容に変更が生じ、又は本届出済証を亡失し、滅失し、汚 

         損し、若しくは破損した場合は、警察署に届け出て再交付を受け 

     てください。 

       ３ 次に該当するときは、本届出済証を返還してください。 

     (1) 緊急通行車両等に該当しなくなったとき。 

     (2) 緊急通行車両等が廃車となったとき。 

         (3) その他、緊急通行車両等としての必要性がなくなったとき。 

 

 
 使 用 者           

 住所 
 
               （     ）   局     番 

 氏名 
 

   
 出 発 地                 

 （注） この事前届出書は２部作成して、当該車両を使用して行う業務の 

       内容を疎明する書類を添付の上、車両の使用の本拠の位置を管轄す 

    る警察署に提出してください。 

 

 
 印 
 
 

―
 
1
5
7
 
―



 

 

様式２ 

緊急通行車両に係る上申書  

 

                                     年  月  日 

 

 愛 媛 県 公 安 委 員 会  殿                              

 

                      機関等名 

                      役 職 名 

                      氏  名                印 

 

 下記の車両は、災害が発生した場合に、災害対策基本法第 50条に規定する災害応急対策を実施する

ために使用する計画のある車両です。 

 

                      記 
 
  番 号 車   種 車 両 番 号              用      途 備   考  

１ 

    

２ 

    

３ 

    

 

  注１ 車両が多い場合は、別紙一覧表のとおりと記載し、別紙を添付のうえ契印する。  

      ２ 用途の欄は、物資輸送、作業車等判明しているものについてのみ記載する。  

      ３ 備考欄は、指定公共機関等の車両以外の民間契約車を使用する場合に、契約会社名及び    

       「委託契約車両」の表示を記載する。  
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緊急通行車両の標章、確認証明書 

緊急通行車両の標章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考  １ 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、

     「有効期限」、「年」、「月」、及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号

     並びに年、月及び日を表示する部分を白色、地を銀色とする。  

        ２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すもの

     とする。 

    ３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。  

 

通行車両の証明書 
 
   第   号                                             年    月  日 

                       緊急通行車両確認証明書 
                                                    知   事    , 
                                                    公安委員会    , 

 

  番号標に表示され 
  ている番号 

 

  車両の用途（緊急 
  輸送に行う車両に 
  あっては、輸送人 
  員又は品名） 

 

  使 用 者 
  住所                       （  ）     局           番 

  氏名  

  通 行 日 時                   

  通 行 経 路                          出 発 地         目 的 地 

  

  備 考                   

 
                                          備考：用紙は日本工業規格Ａ５とする。  
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愛媛カーゴリンク㈱ 寿町 12-54 1階 4 1 47-0833 47-3646

ＭＣ㈱ 船木 甲3753-24 7

33-2267㈱亀田建材

44-5517 44-5519

32-8374

4-3

40-4070

2-17

5 41-7789 41-7856

1 41-3366 41-3366

43-9126

37-0050

45-3128

40-1616

46-5811

94 1 33-2171

ＦＡＸ

新居浜・西条地区ﾄﾗｯｸ協会
新居浜支部

新田町三丁目 6-33

事 業 者 名 所　在　地 普通車 小型車 ＴＥＬ

33-1089 37-3447

46-3477 46-3488

33-0166

㈲右京運送 多喜浜六丁目 6-8 20 67-1910 67-1903

一宮運輸㈱ 西原町二丁目 4-36 155 9 33-0138

㈱アトラス 垣生三丁目 乙303-2 32

㈱伊藤開発 船木 甲4193

磯浦町 18-69 6 2 33-2266

46-1175

カネマツ運輸㈲ 多喜浜六丁目 1-21 14 1 46-5820 46-5821

㈱小川運送 多喜浜六丁目 1-30 19 1 46-1133

㈲鎌森組 本郷二丁目 8-18 14

金栄丸港運㈱ 多喜浜六丁目 6-23 25 45-1341

34-2334

阿島二丁目 10-15

桑原運輸㈱ 16-7 32 35-1111磯浦町

黒島一丁目 5-25 13 2 47-0855

㈱薦田運輸

12 4㈱Ｋ・Ｓ・Ｔ 64-9412

㈲白石産業 菊本町二丁目 13-52 23 4 34-7744

㈱新星興産

白石建設工業㈱ 久保田町三丁目 9-20 6 33-4812

宮原町

住化ロジスティクス㈱ 惣開町

41-8282

新東運輸㈱ 菊本町一丁目 10-1 10 1 37-3084

鈴木産業㈱ 松原町 1-36 17

㈲新和開発 観音原町 甲985-22 4

車 両 調 達 先 一 覧 表

64-9411

船木 甲5084-1 21 1 41-1100 40-0895

32-3208

新居浜・西条地区トラック協会 新居浜支部一覧表（１/３）

1-15

令和６年４月１日現在

36 3 45-2000

41-1212 41-2161

37-1045

47-0856

薦田建設㈱ 8 2 41-7079

四国梱包運送㈱ 黒島一丁目

四国軽貨物配送㈱ 大生院 258-14 6 3 40-4060
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41-5247

浜栄倉庫㈱

㈲直野モータース 松原町

天領㈱ 船木

㈱東電工 萩生 1 43-4139 43-4139

32-2221 35-3123

47-1221

3-50 3 2 41-6848 41-6703

甲4105-1 15 5 40-3351 47-1188

2930 2

34-3358

33-5444 33-53648

ＴＥＬ ＦＡＸ普通車 小型車

4-70 35

2-22 20 4

㈲大栄車体 光明寺一丁目 531-1 3 2

2-30

テーエス運輸㈱ 新居浜（営） 阿島一丁目 6-68 6 46-5270 46-2215

67-1211 46-0911

宝運送㈱ 上泉町 32-5871

㈱中四国丸和ロジスティクス
新居浜（営）

黒島一丁目

35-2198

㈲新居浜ブロック工業所 東田一丁目 甲1065-1 18 41-1359

西原町二丁目

41-0618 41-0273

新居浜・西条地区トラック協会 新居浜支部一覧表（２/３） 令和６年４月１日現在

事 業 者 名 所　在　地

丸重商事㈱

垣生三丁目 乙310-4

5 32-3425 32-7015

㈱増田重機

一宮町二丁目 3-50

11 43-5161

46-2527

丸重ロジスティクス㈱ 田所町 4-68 19 3 32-5898 32-7015

横水町 3-12 43-3301

宮原重機運輸㈱

多喜浜六丁目 9-74

5 33-3355 33-3357

㈱マルトモ運送

新田町二丁目 9-18

8 46-2526

46-1921

明星物流㈲ 多喜浜六丁目 9-74 20 46-1210 46-1921

明星運輸㈱ 8 46-3444

黒島一丁目

33-6702

㈱森賀建設 萩生 1307-1 6 41-6610 40-4727

村尾運送㈱ 新須賀町三丁目 4-47 5 33-6700

32-3322

森実エクスプレス㈱ 磯浦町 7-2 46 1 37-3350 35-2519

9

森実運輸㈱ 惣開町 2-13 21 1 37-0111

森実タウンサービス㈱

4-70 11 47-5022 47-5023

惣開町 1-2 72

㈱八神　新居浜（営）

㈲松本建材 中村四丁目 13-43 6 1 41-2271

7-63 22 33-3161

㈲外山運輸 北新町

64-9626

間口ウエストロジ㈱
多喜浜（営）

14 67-1357 67-1358

㈲ぽち丸急配

多喜浜六丁目 9-25

33 2 64-9625多喜浜三丁目 400-31
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45-3432

ＦＡＸ

089-963-5501
ヤマト運輸㈱
愛媛主管支店

松山市大橋町 466-1 58 089-963-5500

1-33 3 1 35-3006 35-3006

渡部物産㈱ 黒島一丁目 6-17 19 1 45-3401

㈱増田運送　本社

㈱ヤマト 西原町一丁目

㈲大国 新居浜（営） 萩生

33-7873㈱裕研 宮西町 3-18 5 33-7808

寿町 12-9 58 47-7031 47-7032

473-3 9 2 41-6555 41-6665

矢野商運㈱ 船木 甲2336-5 11 41-4454 41-4453

新居浜・西条地区トラック協会 新居浜支部一覧表（３/３） 令和６年４月１日現在

事 業 者 名 所　在　地 普通車 小型車 ＴＥＬ

三豊運送㈱新居浜（営） 黒島一丁目 5-43 125 1 46-3143 46-3116

明雪運輸㈱新居浜（営） 東田二丁目乙 1-2 7 47-8011 47-8012

　普通車及び小型車の分類は、道路運送車両法施行規則第二条（別表第１）による分類である

　普通車（普通自動車）：小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車

　小型車（小型自動車）：四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが軽自動車、大型
　　　　　　　　　　　　特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの

日本郵便事業㈱
新居浜支店

繁本町 3-2 6 1 33-8800 34-6797

萩生 1261-1 25 40-0131 40-1630

5 31-7720 31-7730

四国福山通運㈱
新居浜（営）

日本通運㈱四国支店
新居浜営業課

多喜浜六丁目 10-3 36 46-2000 67-1275

㈱サカイ引越センター
愛媛支社

瀬戸町 3-89 7
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バス・タクシー会社 一覧表 令和６年４月現在

会　社　名 所　在　地 ＴＥＬ 備考

車 両 調 達 先 一 覧 表

瀬戸内運輸㈱新居浜営業所 新田町二丁目 2-17 33-9166

新居浜地区旅客自動車共同組合 一宮町一丁目 1-1 33-5739

㈱駅前タクシー 坂井町二丁目 4-12 37-2308

たまもタクシー㈲ 沢津町三丁目 6-41 33-5656

㈲東雲タクシー 東雲町三丁目 4-17 33-8061

あかがねタクシー㈱ 中筋町一丁目 15-25 41-7111

中萩タクシー㈲ 本郷三丁目 5-21 41-6011

㈲光タクシー 喜光地町二丁目 2-22 43-7077

船舶、漁船等の調達先一覧表

海運業者一覧表（貨物利用運送事業者等を除く） 令和６年４月現在

事 業 者 名 所　在　地 ＴＥＬ ＦＡＸ

㈲日新タクシー 西原町一丁目 3-15 32-2764

愛媛近鉄タクシー㈱ 西原町一丁目 1-70 37-2504

新居浜地区海運組合 西原町二丁目 7-21 37-2475 37-2475

青野海運㈱ 新田町一丁目 1-17 33-8545 32-4521

森実運輸㈱ 惣開町 2-13 37-0111 32-3322

漁業協同組合 支所一覧表 令和６年４月現在

住鉱物流㈱ 西原町三丁目 5-3 37-2474 37-3477

新居浜海運㈱ 西原町一丁目 4-18 33-9321 33-9319

組 合 名 所　在　地 ＴＥＬ ＦＡＸ

愛媛県漁業協同組合 新居浜支所 清水町 14-98 33-9391 33-9460

愛媛県漁業協同組合 多喜浜支所 黒島二丁目 3-35 46-1090 46-2977

愛媛県漁業協同組合 垣生支所 垣生六丁目 7-26 46-0108 46-0800

愛媛県漁業協同組合 大島支所 大島甲 1591 46-1005 46-1007
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